
●
戸
籍
な
ど
の
交
付
申
請
は
休
日
夜
間
申

請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
で
も
ど
う
ぞ

　

住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
抄
本
が
い
つ

で
も
交
付
申
請
で
き
ま
す　

設
置
場
所
＝

市
役
所
前
、
各
支
所
、
島
瀬
町
警
察
官
連

絡
所
横　

申
請
で
き
る
人
＝
申
請
し
よ
う

と
す
る
も
の
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

●
国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
か
ら
控
除
さ

れ
ま
す

　

1
〜　

月
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険

12

料
は
、
全
額
「
社
会
保
険
料
控
除
」
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告

な
ど
の
際
は
忘
れ
ず
に
申
告
を
。

●
国
民
健
康
保
険
の
日
曜
相
談

　

と
き
＝　

月　

日
9
〜　

時　

と
こ
ろ

12

21

16

＝
同
課　

相
談
内
容
＝
保
険
税
の
納
付
、

国
保
資
格
、
医
療
費
な
ど　

●
医
療
費
の
節
減
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う

　

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
、
生
活

習
慣
病
の
増
加
な
ど
の
影
響
で
、
医
療
費

は
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は

財
源
が
不
足
し
、
国
保
の
保
険
税
を
上
げ

る
と
い
う
状
況
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
家

族
の
皆
さ
ん
が
健
康
に
留
意
し
、
重
複
受

診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め
、
薬
な
ど
を
必

要
以
上
に
求
め
な
い
な
ど
し
て
医
療
費
の

節
減
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
て
国
民
健
康
保

険
で
治
療
す
る
と
き
は

　

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら
医
療
機
関
に
そ

の
旨
を
伝
え
、
①
警
察
で
「
人
身
事
故
扱

い
の
事
故
証
明
書
」
を
も
ら
い
、
②
国
民

健
康
保
険
課
で
「
第
三
者
の
行
為
に
よ
る

被
害
届
」
の
提
出
を
。
飼
い
犬
に
か
ま
れ

た
と
き
や
、
傷
害
な
ど
の
場
合
も
②
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
せ
ず

に
示
談
に
応
じ
た
り
す
る
と
、
国
保
を
使

え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●

月
は
固
定
資
産
税
第
4
期
分
、
国
民

12健
康
保
険
税
第
7
期
分
の
納
付
月
で
す

　

口
座
振
替
や
納
税
組
合
の
ご
利
用
を
。

●
電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
＝　

月　

日　

時　

と
こ
ろ
＝
同

12

19

10

課●
事
業
主
の
皆
さ
ん
、
給
与
支
払
報
告
書

の
提
出
準
備
を

　

平
成　

年
中
に
給
与
・
賃
金
な
ど
を
支

15

払
っ
た
法
人
や
個
人
事
業
主
は
、
従
業
員

の
扶
養
控
除
や
保
険
料
控
除
を
確
認
し
、

賃
金
台
帳
な
ど
の
整
理
を
。
年
末
調
整
が

済
ん
だ
ら
、
給
与
支
払
報
告
書
2
部
（
フ

リ
ガ
ナ
、
生
年
月
日
の
記
入
が
必
要
）
と

総
括
表
1
部
の
提
出
を　

提
出
期
限
＝
2

月
2
日　

提
出
先
＝
同
課

●

月
は
下
水
道
受
益
者
負
担
金
の
納
付
月

12

　

月
末
ま
で
に
金
融
機
関
で
納
入
し
て
く

だ
さ
い
。
前
回
未
納
の
人
は
併
せ
て
納
入

を
。
負
担
金
は
下
水
道
敷
設
の
た
め
の
貴

重
な
財
源
で
す
。
納
期
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

●
水
道
管
も
防
寒
対
策
を

　

水
道
管
が
凍
結
し
な
い
た
め
に
＝
地
上

に
露
出
し
て
い
る
水
道
管
に
は
、
布
を
巻

い
て
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
で
覆
う
か
、
保
温

チ
ュ
ー
ブ
を
巻
く
。
雨
な
ど
で
土
砂
が
流

れ
て
地
表
に
露
出
し
た
水
道
管
は
、
深
く

埋
め
直
す　

水
道
管
が
凍
結
し
た
ら
＝
自

然
解
凍
を
待
つ
か
、
タ
オ
ル
な
ど
で
覆
っ

て
蛇
口
を
開
き
、
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り

か
け
る　

※
熱
湯
を
か
け
る
と
破
裂
し
ま

す　

水
道
管
が
破
裂
し
た
ら
＝ 
元
栓
を

閉
め
、
佐
世
保
上
下
水
道
管
工
事
セ
ン

タ
ー
（
�
�
6
3
6
2
）
か
、
水
道
局
の

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
へ
ご
連
絡
を

●
工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

調
査
票
を　

月
下
旬
に
配
布
、
1
月
中

12

旬
か
ら
回
収
し
ま
す　

対
象
＝　

月　

日

12

31

現
在
で
製
造
業
に
属
す
る
事
業
所　

※
調

査
結
果
は
、
製
造
業
に
関
す
る
行
政
資
料

や
企
業
な
ど
の
生
産
・
販
売
計
画
の
資
料

と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。
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●１５ 

人
権
教
育
の
た
め
の
国
連

年
・
佐
世
保
市
行
動
計
画
�
行
動
計
画
の
推
進

10

佐
世
保
市
行
動
計
画
の
積
極
的
な
展
開
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
・
団
体
と
密
接
な
連

絡
調
整
を
図
り
、
人
権
教
育
を
総
合
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
行
動
計
画
を
本
市

の
人
権
施
策
の
基
本
方
針
と
位
置
付
け
、
人
権
尊
重
の
視
点
か
ら
行
動
計
画
の
実
現
を
目

指
し
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
1
1
4
8
）

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所

　
■
市
役
所
市
民
税
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

選挙ひと口メモ　年賀状などのあいさつ状の禁止

　政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自
筆によるものを除き、年賀状などのあいさつ状（電報な
どを含む）を出すことが禁止されています。
●次のような場合であっても禁止されます
①政治家が住所と氏名を自署したものであっても、本
　文を印刷（ワープロを含む）した時候のあいさつ状
②政策を知らせるための文言があっても、全体として
　あいさつ状であるかを判断し、あいさつ状であると
　認められる場合
■お尋ね　市選挙管理委員会事務局

　
■
水
道
局
下
水
道
管
理
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
�
�
1
1
5
1
）

　
■
水
道
局
給
水
課　
　
（
�
�
1
1
5
1
）

    
東
部
営
業
所　
　
　
（
�
�
3
3
2
6
）

    
西
部
営
業
所　
　
　
（
�
�
2
3
6
6
）

　
■
市
役
所
企
画
調
整
課

●
年
末
年
始
の
地
域
安
全
運
動

　

期
間
＝　

月
1
日
〜
1
月
3
日　

次
の

12

こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
▼
外
出
時
は
戸

締
ま
り
を
確
認
し
、
近
所
に
声
を
掛
け
る

▼
わ
ず
か
な
間
の
駐
車
で
も
ド
ア
の
か
ぎ

を
掛
け
る
▼
子
ど
も
の
外
出
時
に
は
行
き

先
を
確
認
す
る
▼
非
行
防
止
の
た
め
子
ど

も
に
帰
宅
時
間
を
守
ら
せ
、
家
庭
で
の
会

話
を
大
切
に
す
る
▼
暴
力
団
か
ら
被
害
を

受
け
た
ら
警
察
へ
▼
犯
罪
や
事
故
を
見
た

り
聞
い
た
り
し
た
ら
迷
わ
ず
警
察
へ

●
歳
末
消
防
特
別
警
戒

　

期
間
＝　

月　

〜　

日　

内
容
＝
「
そ

12

15

31

の
油
断　

火
か
ら
炎
へ　

災
い
へ
」
を
合

言
葉
に
、
市
長
巡
視
、
消
防
局
職
員
、
消

防
団
員
に
よ
る
夜
警
な
ど
防
火
運
動
を
実

施
し
ま
す
。
寝
た
ば
こ
や
吸
い
殻
の
投
げ

捨
て
は
や
め
、
て
ん
ぷ
ら
鍋
や
暖
房
器
具

の
取
り
扱
い
、
子
ど
も
の
火
遊
び
な
ど
十

分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
年
末
年
始
の
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

期
間
＝　

月　

日
〜
1
月
3
日　

ス

12

20

ロ
ー
ガ
ン
＝
「
そ
の
一
杯　

勧
め
た
あ
な

た
も　

共
犯
者
」　

重
点
目
標
＝
飲
酒
運

転
の
根
絶
▼
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

●
特
設
人
権
相
談
所
が
開
設

と
き
＝　

月　

日　

〜　

時　

と
こ
ろ

12

11

10

15

＝
中
里
皆
瀬
地
区
公
民
館　

相
談
内
容
＝

家
庭
内
・
職
場
・
近
隣
間
の
問
題
、
相
続

登
記
に
つ
い
て
の
問
題
な
ど　

※
相
談
無

料
、
秘
密
厳
守

●
1
月
5
日
か
ら
戸
籍
の
届
け
出
窓
口
で

本
人
確
認
を
行
い
ま
す

目
的
＝
本
人
が
知
ら
な
い
間
に
、
第
三

者
に
よ
っ
て
虚
偽
の
戸
籍
の
届
け
出
を
さ

れ
な
い
よ
う
防
止
す
る
た
め　

本
人
確
認

に
使
用
で
き
る
も
の
＝
運
転
免
許
証
や
、

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
公
的
機
関
発
行
の
顔

写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
・
資
格
証
明
書

な
ど　

※
本
人
確
認
を
で
き
る
も
の
が
な

い
場
合
で
も
届
け
出
は
で
き
ま
す
が
、
後

日
郵
送
で
届
け
書
に
記
入
し
て
い
る
届
け

出
人
あ
て
に
、
戸
籍
の
届
け
出
が
あ
っ
た

こ
と
を
通
知
し
ま
す
。

●
3
月
1
日
か
ら
戸
籍
事
務
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
を
開
始

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
の
対
象
＝
佐
世
保

市
に
本
籍
が
あ
る
人
の
戸
籍　

コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
化
で
見
込
ま
れ
る
効
果
＝
証

明
交
付
時
間
な
ど
の
短
縮
▼
個
人
情
報
保

護
の
確
実
性
の
向
上　

※
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
化
に
よ
り
、
戸
籍
法
で
現
在
で
は
使

用
で
き
な
い
文
字
に
つ
い
て
、
使
用
で
き

る
文
字
に
訂
正
し
ま
す
。
該
当
者
に
は
文

書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　

●
誕
生
祝
い
金
、
記
念
品
の
申
請
を

　

�
誕
生
祝
金（
2
万
円
）　

対
象
＝
本
市

に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録
さ
れ
て

い
て
、
第
3
子
以
降
の
子
を
出
産
し
た
母

（
同
一
の
母
）　

申
請
期
間
＝
新
生
児
の
誕

生
か
ら
6
カ
月　

�
誕
生
記
念
品
（
ア
ル

バ
ム
）　

対
象
＝
本
市
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
さ
れ
て
い
る
人
の
新
生
児

申
請
期
間
＝
新
生
児
の
誕
生
か
ら
1
年　

●１４ 

　
■
市
役
所
交
通
安
全
対
策
課

　
■
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
4
8
5
0
）

　
■
佐
世
保
警
察
署　
　
（
�
�
0
1
1
0
）

　
■
消
防
局
警
防
課　
　
（
�
�
9
2
5
4
）

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

12月1日「新みなとターミナル」がオープン
　

【お尋ね】市港湾部計画課（��9353）

　佐世保駅港側に建設していた旅客船
ターミナルが完成し、開業します。西海町や
大島町などからの航路のほか、新たに平戸
方面などからの航路が加えられる予定です。
　一般の人もご利用できる会議室のほか、
屋上には芝生広場があります。
　航路利用者だけでなく、市民の憩いの場
としてご利用ください。




